
No.
推奨事業メニュー

（NO2以降）
交付対象事業の名称

事業の概要

（①目的・効果　②交付金を充当する経費内容　③積算根拠（対象数、単価等）　④事業の対象（交付対象者、対象施設等））
事業始期 事業終期 担当課

1

価格高騰重点支援給付金給付事業（非課

税世帯追加給付）・定額減税補足給付金

給付事業（不足額給付）

※（非課税世帯追加給付）はR6,R7の累計給付金額（10月時点の実績）

※（不足額給付）はR7の給付金額（10月時点の実績）

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活を維持する。

②低所得世帯への給付金及び事務費

③R6,R7の累計給付金額

令和６年度住民税均等割非課税世帯　17,269世帯×30千円、子ども加算　2,161人×20千円、定額減税を補足する給付（うち不足額給付）の対象者

14,896人　(277,310千円）　　のうちR7計画分

事務費　18,360千円

事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委託料　使用料及び賃借料　人件費　その他　として支出]

④低所得世帯等の給付対象世帯数（17,269世帯）、定額減税を補足する給付（うち不足額給付）の対象者数（14,896人）

R7.4 R8.3

保健福祉

政策課

企画政策

課

2

②エネルギー・食料

品価格等の物価高騰

に伴う子育て世帯支

援

学校給食食材費高騰対策支援事業

①物価高騰に起因する学校給食の食材費高騰が続いている中、食材購入に係る経費の一部を支援することで、保護者が負担すべき給食費の改定（値上

げ）を行うことなく、負担軽減を図る。

②物価高騰に伴い、学校給食費等で賄えない不足する学校給食食材費（児童生徒分）

③Ｒ７年度食材費見込額　748,500,000円・・・㋐

　Ｒ７年度給食費予算額　610,500,000円・・・㋑

　Ｒ７年度米飯加工賃等見込額　44,877,000円・・㋒

　不足する食材費　㋐－㋑－㋒＝93,123,000円

　喫食者割合　児童生徒88.96％（10,728人）、教職員等11.04％（1,332人）

　93,123,000円×88.96％≒82,842千円（教職員等は含まず）

④霧島市学校給食会（※霧島市の給食に係る食材購入を行う任意団体）、児童・生徒の保護者

R7.4 R8.3
学校給食

課

3

②エネルギー・食料

品価格等の物価高騰

に伴う子育て世帯支

援

保育所等給食支援事業

①食料品価格等の物価高騰等の折、栄養バランスや量を保った従前どおりの給食等の実施が確保されるよう、保育所等に対して必要な経費を支援するこ

とで、その影響による給食費の上昇を抑制し、保護者負担の軽減を図る。

②私立保育所等(認可保育所、認定こども園、小規模保育施設、幼稚園等)給食支援金を給付するための経費

　主食費(米・パン等)のみ徴収している場合:3,000円　　副食費(おかず等)のみ徴収している場合:4,500円

　主食費と副食費を徴収している場合:7,500円

③負担金補助及び交付金　87,395千円

【内訳】

　補助基準額：給食費×物価上昇率(22％)×対象園児(毎月初日の園児数)

　4,500円 ×物価上昇率22％×4,426人　　7,500円×物価上昇率22％×50,311人　※主食費のみ徴収している対象施設は無し

　その他の財源：県補助金30,833千円

④・保育所等(私立保育所、私立認定こども園、私立小規模保育事業、私立幼稚園)

　・保護者※保育所等へ補助を行い、間接的に保護者への支援を行っている。

　・教職員の給食費は含まれない。

R7.4 R8.3
子育て支

援課
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⑥農林水産業におけ

る物価高騰対策支援

霧島市担い手経営発展等支援事業（物価

高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充

当事業）

①物価高騰の影響を受ける農業者に対して、農業用機械導入や農業用施設整備に係る経費の一部を補助することにより農業経営の安定化や経営基盤の強

化を図る。

②負担金補助及び交付金30,000千円

③認定農業者275戸、認定新規就農者15戸を対象とした補助金（3,000万円）

対象者及び事業内容により、補助額の上限は100万円もしくは200万円、補助率は１/2もしくは1/3。

　事業費：300万円×補助率：1/2×16人＝2,400万円

　事業費：300万円×補助率：1/3×6人＝600万円

④（交付対象者）認定農業者・認定新規就農者等　（対象施設等）トラクターなどの農業用機械及びビニールハウス等の農業用施設。

R7.4 R8.3
農政畜産

課

5
⑥農林水産業におけ

る物価高騰対策支援
畜産価格低迷緊急対策事業

①購入飼料等の生産資材の高騰が続き、生産コストの増大や市場価格の低迷など厳しい経営状況となっている肉用牛農家、酪農家を支援するため、生産

資材購入に係る経費の一部を支援し、経営の安定化及び畜産業の振興を図る。

②③事業費：補助金（給付金）　31,100千円

積算根拠

（繁殖牛）100頭以上 500千円×11件、50頭以上 250千円×19件、30頭以上 100千円×33件、10頭以上 60千円×78件、1頭以上 30千円×137件

（肥育牛）100頭以上 500千円×12件、50頭以上 250千円×2件

（酪農）100頭以上 500千円×2件、50頭以上 300千円×3件、30頭以上 150千円×2件、10頭以上60千円×1件

事務費：役務費（通信運搬費）　82千円、需用費（消耗品）　18千円

④市内で肉用牛、酪農を営んでいる法人、個人（300事業者等）

R7.5 R8.3
農政畜産

課

6

⑦中小企業等に対す

るエネルギー価格高

騰対策支援

中小零細企業ビジネス展開支援事業（エ

ネルギー等価格高騰対策支援）

①物価高騰、人材不足等により大きな影響を受ける市内中小企業者が、その影響を緩和し、経営の向上を図るため、新たな市場への販路開拓及びデジタ

ル化などの生産性の向上に対する取組を支援するため補助金を交付する。

②補助金、消耗品等の事務経費

③事業費：25,000,000円（負担金補助及び交付金）・一般枠：20万円（上限）　　・創業枠：30万円（上限）

　事務費：1,500,000円（報償費：1,320千円、需用費：120千円、役務費：60千円)

④市内の中小企業者等

R7.6 R8.3 商工振興課

7

⑧地域公共交通・物

流や地域観光業等に

対する支援

地域公共交通乗務員確保支援事業補助金

①物価高騰や新型コロナの影響により人材確保や事業継続が困難な地域公共交通の担い手を確保するため、市内バス事業者・タクシー事業者に新たに従

事した乗務員に対し就労支援補助金を交付するとともに、雇用した各事業者に対して事業継続支援補助金を交付する。

②PR費・補助金

③PR費　 　548千円

　補助金　2,640千円（12人×220千円）

・本市内に営業所を有するバス事業者・タクシー事業者に新たに従事した乗務員又は運転手一人につき20万円を「就労支援補助金」として交付する。

・乗務員を雇用したバス事業者・タクシー事業者に対し、乗務員又は運転手一人につき2万円を「事業継続支援補助金」として交付する。

④本市内に営業所を有するバス事業者・タクシー事業者に新たに従事した乗務員、乗務員を雇用したバス事業者・タクシー事業者

R7.6 R8.2 地域政策課
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8

④省エネ家電等への

買い換え促進による

生活者支援

霧島市省エネ家電買換支援事業

①エネルギー価格の高騰により、家庭や事業所におけるエネルギー費用負担の増大が家計や事業経営を圧迫している。

このことから、消費電力の大きい電化製品から省エネ性能の高い製品への買い換えを促進することにより、家庭や事業所における電気の消費を抑制し、

エネルギー費用負担の軽減を図るとともに、ゼロカーボンシティの実現に資する。

②人件費、需用費、役務費、委託料、補助金

③人件費3,438千円（報酬2,228千円、期末・勤勉手当641千円、共済費189千円、社会保険料356千円、旅費24千円）、需用費345千円（消耗品費82千円、

印刷製本費263千円）、役務費1,117千円（通信運搬費351千円、手数料198千円、広告料568千円）、委託料100千円、補助金45,000千円（補助対象経費の

３分の１以内、上限３万円、積算：３万円×1,100件＋２万円×600件）

④省エネ家電に買い換える市民又は事業者

R7.7 R8.3 地域政策課

9

⑤医療・介護・保育

施設、学校施設、公

衆浴場等に対する物

価高騰対策支援

エネルギー等価格高騰対策支援事業（介

護施設等）

①物価等の高騰に直面する介護施設等が、引き続き、健全で安定した運営を行うことができる。

②介護施設等の運営費

③訪問系：（介護施設等111施設）×　50千円

   通所系：（介護施設等82施設）×100千円

　 施設系： （介護施設86施設）×100千円

　 事務費：108千円

④介護施設等279施設

R7.7 R8.3 長寿介護課

10

⑤医療・介護・保育

施設、学校施設、公

衆浴場等に対する物

価高騰対策支援

エネルギー等価格高騰対策支援事業（障

害者（児）施設）

①物価等の高騰に直面する障害者（児）施設が、引き続き、健全で安

定した運営を行うことができる。

②障害者（児）施設の運営費

③負担金補助及び交付金　　訪問系   27×50千円　 1,350千円　　　通所・施設系　120×100千円　12,000千円

　需用費  46千円

　役務費  34千円

④障害者（児）施設　147施設

R7.7 R7.11 障害福祉課

11

⑤医療・介護・保育

施設、学校施設、公

衆浴場等に対する物

価高騰対策支援

エネルギー等価格高騰対策支援事業（放

課後児童クラブ）

①物価等の高騰に直面する放課後児童クラブが、引き続き、健全で安定した運営を行うことができる。

②放課後児童クラブの運営費

③53施設×100千円　5,300千円

　消耗品費46千円、通信運搬費6千円、手数料6千円

④53施設（民営の放課後児童クラブ）

R7.7 R7.10
子育て支援

課

12

⑤医療・介護・保育

施設、学校施設、公

衆浴場等に対する物

価高騰対策支援

エネルギー等価格高騰対策支援事業（保

育所等）

①物価等の高騰に直面する保育所等が、引き続き、健全で安定した運営を行うことができる。

②保育所等の運営費

③負担金補助及び交付金　61施設×100千円　　6,100千円

　 役務費（通信運搬費　7千円、手数料　7千円）　　 14千円

④61施設（私立保育所、認定こども園、私立幼稚園、小規模保育事業所）

R7.7 R7.10
子育て支援

課
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⑤医療・介護・保育

施設、学校施設、公

衆浴場等に対する物

価高騰対策支援

エネルギー等価格高騰対策支援事業（医

療機関等）

①光熱費や食事提供に必要な食材費の高騰等により、国が定める公的価格等により経営を行う医療機関等に影響が生じ、厳しい経営を強いられているこ

とから光熱費等の価格高騰分の一部を支援し、患者等に安全・安心で質の高いサービスを提供の確保を図る。

②医療機関等に対する交付金及び交付に係る役務費

③、④対象施設：216施設

　■病院・医科診療所（入院させるための病床有）

　　　250,000円～1,000,000円　34件

　■医科診療所（入院させるための病床無）150,000円　62件

　■歯科診療所150,000円　58件

　■薬局100,000円　62件

R7.4 R8.3 健康増進課

14
⑥農林水産業におけ

る物価高騰対策支援

（拡充）霧島市担い手経営発展等支援事

業（物価高騰対応重点支援地方創生臨時

交付金充当事業）

①物価高騰の影響を受ける農業者に対して、農業用機械導入や農業用施設整備に係る経費の一部を補助することにより農業経営の安定化や経営基盤の強

化を図る。

②負担金補助及び交付金20,000千円

③認定農業者275戸、認定新規就農者15戸を対象とした補助金（2,000万円）

対象者及び事業内容により、補助額の上限は100万円もしくは200万円、補助率は１/2もしくは1/3。

　事業費：300万円×補助率：1/2×10人＝1,500万円

　事業費：300万円×補助率：1/3×5人＝500万円

④（交付対象者）認定農業者・認定新規就農者等　（対象施設等）トラクターなどの農業用機械及びビニールハウス等の農業用施設。

R7.4 R8.3 農政畜産課

15

②エネルギー・食料

品価格等の物価高騰

に伴う子育て世帯支

援

普通教室空調費負担事業（高等学校）

①物価高騰に起因する学校施設の光熱費高騰により影響を受ける子育て世帯に対し、高校における空調費の支援をすることで保護者負担を軽減する。

②高等学校空調費

③令和５年度実績　2,780,218円

④国分中央高等学校に在籍する生徒の保護者

R7.4 R8.3
国分中央高

校

16

⑨推奨事業メニュー

例よりも更に効果が

あると判断する地方

単独事業

学校施設電気料金高騰対策事業（高等学

校）

①物価高騰に起因する学校施設の光熱費増加に対し、本交付金を活用することで生徒が快適に学習できる環境を維持する。

②高等学校光熱費

③令和6年度実績と令和4年度実績との差額　4,938,033円

④国分中央高等学校に在籍する生徒

R7.4 R8.3
国分中央高

校

17
③消費下支え等を通

じた生活者支援

PET-CT検査費用助成事業（各種がん検

診事業）

①物価高騰により経済的負担が増加している中、保険者からPET-CT検査補助を受けることのできない場合の市民に対し、霧島市立医師会医療センターに

おける同検査費用の一部を助成することで、受診控えを予防し、健康不安のある霧島市民の方が高度検査を受けやすくするとともに、同検査の受診率向

上を図る。

②PET－CT検査費用132,000円／件

③40,000円／件×50人＝2,000,000円

④PET－CT検査を受診した霧島市民

R7.6 R8.3
保健福祉政

策課
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⑤医療・介護・保育

施設、学校施設、公

衆浴場等に対する物

価高騰対策支援

市立医師会医療センター物価高騰対策支

援事業【病院事業会計繰出金】

①物価高騰の影響を受け、医療センターは厳しい経営を強いられている。この高騰分を国が定める診療報酬に転嫁することはできないため、厳しい経営

を強いられていることから、患者等に安心・安全で質の高い医療サービスを提供するために、現状の厳しい経営負担の軽減を図る。

②病院事業会計に繰出し、指定管理料に含まれる光熱費の負担軽減

③光熱費（４月から翌３月）

　3,365円／１床×254床×12月分＝10,256,520円≒10,257,000円（千円未満切り上げ）

④病院事業会計（市立医師会医療センター）

R7.10 R8.3
保健福祉政

策課
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⑦中小企業等に対す

るエネルギー価格高

騰対策支援

エネルギー等価格高騰対策支援事業（地

区自治公民館）

①エネルギー等の価格高騰が続く中で、地区自治公民館の経費の一部を支援することで、地域コミュニティ活動の活性化を図る。

②地区自治公民館への支援金

③地区自治公民館に属している自治会の加入世帯数で配分

　・～99世帯：50千円×30世帯

 ・100～249世帯：80千円×28世帯

　・250～499世帯：100千円×11世帯　・500～749世帯：150千円×9世帯

　・750～999世帯：200千円×3世帯

　・1,000～1,249世帯：250千円×1世帯

　・1,250～1,499世帯：300千円×4世帯

　・1,500～1,749世帯：350千円×0世帯

　・1,750～1,999世帯：400千円×1世帯

　・2,000世帯～：450千円×2世帯

④地区自治公民館（89地区）

R7.4 R8.3
市民活動推

進課
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⑦中小企業等に対す

るエネルギー価格高

騰対策支援

エネルギー等価格高騰対策支援事業（商

店街等）

①エネルギー価格等の高騰の影響を受け、街路灯等の維持管理を行う商店街（通り会）等組織の負担軽減を図るため、給付金を給付する。

②補助金（給付金）、消耗品費等の事務経費

③事業費：負担金補助及び交付金（給付金）2,800千円

　　　　　　 ＊令和6年4月から令和7年3月までの電気料

　事務費：10千円（需用費）

④市内の商店街（通り会）等組織（24団体）

R7.11 R8.3 商工振興課
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⑥農林水産業におけ

る物価高騰対策支援

エネルギー等価格高騰対策支援事業（土

地改良区農業水利施設）

①物価高騰の影響を受ける農業水利施設を管理する土地改良区に対して、電力高騰分に係る経費を補助することにより土地改良区の安定的な運営と構成

員である農業者の負担軽減を図る。

②負担金補助及び交付金1,356千円

③令和６年１月から令和６年12月までの使用電力量(ｋｗｈ)×令和３年と令和６年同月の燃料費等調整単価の差額×1/2以内

　(積算)

　十三塚原土地改良区：1,219千円

　竹子土地改良区：137千円

④市内土地改良区

R7.4 R8.3 耕地課
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⑤医療・介護・保育

施設、学校施設、公

衆浴場等に対する物

価高騰対策支援

エネルギー等価格高騰対策支援事業（訪

問介護施設特別給付）

①物価等の高騰に直面する訪問介護施設が、引き続き、健全で安定した運営を行うことができる。

②訪問介護施設の運営費

③訪問介護施設12施設×100千円

④同一建物減算の適用を受けていない訪問介護施設12施設

R7.10 R8.3 長寿介護課
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⑦中小企業等に対す

るエネルギー価格高

騰対策支援

エネルギー等価格高騰対策支援事業（ト

ラック運送等事業者）

①エネルギー等価格の高騰の影響により、経済的に大きな影響を受けている、市内各運送事業者及び交通事業者等の事業継続を支援及び下支えするた

め、給付金を給付する。

②補助金（給付金）、消耗品費等の事務経費

③事業費：負担金補助及び交付金（給付金）3,686千円

　　　　　　 ■自動車運転代行業・トラック運送事業者

　　　　　　　　代行：１台につき6,000円

　　　　　　　　トラック（大型）：１台につき6,000円　、（中型）：１台につき4,000円、（小型）：１台につき4,000円、

　　　　　　　　（軽貨物）：１台につき1,000円

　　　　　　 ■貸切バス事業者　1台につき15,000円

　            ※いずれも霧島市内を事業の本拠とする車両分に限る。

　 事務費：10千円（需用費）

④市内自動車運転代行業・トラック運送事業者・貸切バス事業者（約60事業者）

R7.11 R8.3 商工振興課
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⑧地域公共交通・物

流や地域観光業等に

対する支援

エネルギー等価格高騰対策支援事業（地

域公共交通）

➀原油価格・物価高騰・賃金上昇等及び運転手不足に直面する地域公共交通事業者を支援することで、市民の移動手段を確保する。

②交通事業者の燃料油等の負担軽減補助

③補助金　4,480千円

・バス　　　27,000円×90台＝2,430,000円

・タクシー　12,000円×170台＝2,040,000円

・事務費　10,000円

④市内路線バス・タクシー事業者

・バス　２事業者、タクシー　８事業者

R7.10 R8.2 地域政策課
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⑨推奨事業メニュー

例よりも更に効果が

あると判断する地方

単独事業

学校施設電気料金高騰対策事業（小学

校）

①市立小学校施設において，電気料金高騰の影響を緩和し，安心安全な学校の運営を図る。

②光熱水費（高圧電気料）

③令和6年度実績と令和4年度実績との差額　34,517千円

④市立小学校22校

R7.4 R8.3 教育総務課
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⑨推奨事業メニュー

例よりも更に効果が

あると判断する地方

単独事業

学校施設電気料金高騰対策事業（中学

校）

①市立中学校施設において，電気料金高騰の影響を緩和し，安心安全な学校の運営を図る。

②光熱水費（高圧電気料）

③令和6年度実績と令和4年度実績との差額　　19,297千円

④市立中学校11校

R7.4 R8.3 教育総務課


